
随意契約参加確認公募 

   

 次のとおり、公募します。 

  令和８年１月３０日 

旭川市長 今 津 寛 介 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

１ 公募する趣旨 

 本契約については、小・中学生及び高校生等に向けた出前講座を実施し、男女を問わ

ず性や妊娠に関する正しい知識を普及し、健康管理を促す「プレコンセプションケア」

を推進することを目的としている。当該事業の実施に当たっては市内の教育機関等との

調整をスムーズに行う必要があり、調査研究により今後の事業展開を等を検討していく

必要があるため、一般社団法人旭川ウェルビーイング・コンソーシアム（以下「契約予

定者」という。）を契約の相手方とする契約手続きを行う予定としているが、契約予定

者以外の者で、３の応募要件を満たし、本契約の受託を希望する者の有無を確認する目

的で、参加意思確認書を招請する公募を実施するものである。 

なお、応募する者がいない場合又は応募要件を満たす者がいない場合にあっては、契

約予定者との契約手続に移行し、応募要件を満たす者がいる場合にあっては、契約予定

者と応募者とで競争性のある契約手続に移行する。 

 

  

２ 契約概要 

(1) 業 務 名 令和８年度私の未来プロジェクト事業実施業務 

(2) 契約内容 令和８年度私の未来プロジェクト事業実施業務仕様書によるものとす 

る。 

(3) 履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 応募要件 

(1) 基本的要件 

  ア 法人格を有する者であること。 

  イ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団若しくは暴力団員の統制

の下にある団体ではないこと。 

  ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

  エ 市町村税を滞納していない者であること。 

  オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ 

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法

にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態



が著しく不健全である者でないこと。 

  カ 市内に事業所を有する者であること。 

  キ 旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期

間中でないこと。 

 (2) 中立性・公平性に関する要件 

      本業務を中立・公平に実施することができること。 

 (3) 守秘性に関する要件 

      個人情報の取扱いに際しては、「旭川市個人情報保護条例」をはじめとする関係法

令及びを遵守し、個人情報の適切な保護と利用を行うことができること。 

 (4) その他必要と認める要件 

      令和８年度私の未来プロジェクト事業実施業務仕様書に示す業務が履行できるこ

と。 

 

４ 手続等 

(1) 担当部局 

 旭川市１条通８丁目１８７番地の１ ツルハ旭川中央ビル２階     

子育て支援部おやこ応援課子育てサービス係 

 電話 ０１６６－２５－９７３８ ＦＡＸ ０１６６－２６－０５０６ 

(2) 説明書の交付期間，場所及び方法 

 令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１９日（木）まで（土曜日及び日曜日

を除く。）の午前９時から午後５時まで４(1)の場所で交付するほか、次のアドレスの

ホームページにおいてダウンロードできる。 

 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/10013/10015/d083314.html 

(3) 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

  令和８年２月２０日（金）午後５時までに４(1)の場所に持参すること。 

５ その他 

 詳細は公募説明書による。 


